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ユニット型短期入所生活介護事業所 自在園 

重要事項説明書 
 

 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

    電 話  ０８９５‐７２‐３１１１（午前８：３０～午後５：３０まで） 

    担 当  生活相談課長 馬詰圭祐 ･ 生活相談員 岡 和美  ･ 生活相談員 小野美杉 

         ご不明な点は、なんでもお尋ねください。 

 

２ 指定短期入所生活介護事業所自在園の概要 

（１）提供できるサービスの種類 

施 設 名 称 ユニット型指定短期入所生活介護事業所自在園 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 

介護保険指定番号 指定短期入所生活介護（愛媛県 ３８７４０００７３４） 

 

（２）当事業所の職員体制（特養兼務） 

職     種 常 勤 非常勤 合 計 摘     要 

施設長〔管理者〕 １  １名  社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員 

副 施 設 長  １  １名  本部事務局長兼務 

事 務 職 員  ４ １ ５名  社会福祉士 2 名・介護支援専門員１名・社会福祉主事３名・防災士 1 名 

生 活 相 談 員  ３  ３名  介護福祉士３名・介護支援専門員２名・社会福祉主事２名 

介 護 職 員  １７  １７名  介護福祉士 16名・介護支援専門員 3名・認定特定行為業務従事者等 15名 

介 護 助 手   ３ ３名   

看 護 職 員  ３  ３名  看護師２名・准看護師１名 

栄 養 士  ２  ２名  管理栄養士２名 

医 師  ３ ３名  介護支援専門員２名 

介護支援専門員  ４  ４名  生活相談員、介護職員兼務 

機能訓練指導員  ２  ２名  理学療法士、言語聴覚士 

業 務 員  ２ ７ ９名  洗濯業務３名・清掃業務３名・警備員３名 

 

（３）介護職員・看護職員の勤務体制（１日）（令和６年４月の場合） 

摘    要 始業 終業 常勤換算 備    考 

早 出 
Ｂ  7:30 16:30 

4.2名 
介護職員・看護職員 

Ｃ 8:00 17:00 介護職員・看護職員 

日 勤 
Ｙ  8:45 17:45 

1.8名 
看護職員 

Ｅ  9:00 18:00 介護助手 

遅 出 Ｆ  9:30 18:30 4.7名 介護職員 

５時間勤務 Ｗ  7:30 12:30 0名 介護職員 

４時間勤務 

Ｉ  7:30 11:30 

1.1名 

介護職員 

Ｊ  8:30 12:30 介護助手 

Ｋ  9:00 13:00 介護職員・介護助手 

Ｑ 14:30 18:30 介護職員 

夜 勤 ／ 16:30  9:30 2.0名 介護職員・看護職員 
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（４）当施設の設備の概要 

居室設備の種類 室 数 備    考 

ユニット型個室 ４０室  １ユニット１０名（４ユニット）洗面台、衣類収納 

共 同 生 活 室 ４室  各ユニットに１室 

パブリックトイレ ８室  各ユニットに２室 

浴 室 ２室  介助浴槽２基、特殊浴槽１基 

汚 物 処 理 室 １室  ２ユニットに１室 

面 談 室 １室  従来型特養と共用 

医 務 室 １室     〃 

歯 科 相 談 室 １室     〃 

リ ハ ビ リ 室 １室     〃 

介 護 材 料 室 １室     〃 

洗 濯 室 １室     〃 

散 髪 室 １室     〃 

図 書 室 １室     〃 

霊 安 室 １室     〃 

家 族 宿 泊 室 １室     〃 

 
３ サービス内容 

    ＊ 施設サービス計画の立案      ＊ 特別食の提供 

  ＊ 食事介護             ＊ 理美容サービス 

  ＊ 入浴介護             ＊ 行政手続代行 

  ＊ 排泄介護             ＊ 日常費用支払代行 

  ＊ 整容介護             ＊ 日用品購入支払代行 

  ＊ 機能訓練             ＊ 所持金品管理 

  ＊ 生活相談             ＊ レクリエーション  等 

  ＊ 健康管理 

※ 内容については【契約書別紙】をご参照ください。 

 

４ 利用料金 

（１）保険給付内サービス利用料 

     以下のサービスについては、市町村から交付された「介護保険負担割合証」に記載された

負担割合となります。 
 

負担割合 所 得 基 準 
１割負担 以下に当てはまらない方 

２割負担 
合計所得１６０万円以上 
・単身世帯：年金＋その他の所得＝２８０万円以上（年金のみの場合は 280万円以上相当） 
・夫婦世帯：年金＋その他の所得＝３４６万円以上 

３割負担 
合計所得２２０万円以上 
・単身世帯：年金＋その他の所得＝３４０万円以上（年金のみの場合は 344万円以上相当） 
・夫婦世帯：年金＋その他の所得＝４６３万円以上 

         ＊ 第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の方）、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は下記にかかわらず１割負担。 

 詳しくは、お住いの市町村介護保険係にお問い合わせください。 
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○ 基本料金 

併設型ユニット型短期入所生活介護費（Ⅰ） 

介 護 度 
１日あたりの自己負担額 

１割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 

要介護１  ７０４円（６７０円）  １,４０８円（１,３４０円）  ２,１１２円（２,０１０円） 

要介護２  ７７２円（７４０円）  １,５４４円（１,４８０円）  ２,３１６円（２,２２０円） 

要介護３ ８４７円（８１５円）  １,６９４円（１,６３０円）  ２,５４１円（２,４４５円） 

要介護４  ９１８円（８８６円）  １,８３６円（１,７７２円）  ２,７５４円（２,６５８円） 

要介護５ ９８７円（９５５円）  １,９７４円（１,９１０円）  ２,９６１円（２,８６５円） 

    ※ （ ）の料金は、連続６１日以上短期入所生活介護を行った場合 

   ○ 加算料金 

 
加  算  名 単 位 

自己負担額 

１割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 

① 機能訓練体制加算 １日あたり １２円 ２４円 ３６円 

② 個別機能訓練加算 １日あたり ５６円 １１２円 １６８円 

③ 看護体制加算（Ⅰ） １日あたり ４円 ８円 １２円 

④ 看護体制加算（Ⅱ） １日あたり ８円 １６円 ２４円 

⑤ 夜勤職員配置加算（Ⅳ） １日あたり ２０円 ４０円 ６０円 

⑥ 医療連携強化加算 １日あたり ５８円 １１６円 １７４円 

⑦ 看取り連携体制加算 １日あたり ６４円 １２８円 １９２円 

⑧ 送迎加算(愛南町外は別途料金) 片道あたり １８４円 ３６８円 ５５２円 

⑨ 緊急短期入所受入加算 １日あたり ９０円 １８０円 ２７０円 

⑩ 長期入所減算（31 日以上 60 日以下） １日あたり △３０円 △６０円 △９０円 

⑪ 口腔連携強化加算 １回あたり ５０円 １００円 １５０円 

⑫ 認知症・心理症状緊急対応加算 １日あたり ２００円 ４００円 ６００円 

⑬ 若年性認知症利用者受入加算 １日あたり １２０円 ２４０円 ３６０円 

⑭ 療養食加算 １回あたり ８円 １６円 ２４円 

⑮ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） １日あたり ４円 ８円 １２円 

⑯ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １月あたり １００円 ２００円 ３００円 

⑰ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １月あたり １０円 ２０円 ３０円 

⑱ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） １日あたり ２２円 ４４円 ６６円 

㉒ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） １月あたり １４.０% （※３）のとおり 
 

(※１) 基本料金及び加算料金①、③～⑤、⑯～⑱については、すべての方に算定されます。

ただし、体制により変更になる場合があります。 

(※２) 加算料金のうち②、⑦～⑮については、実施された場合に加算されます。 

(※３) 介護職員等処遇改善加算については、基本料金及び加算料金①～⑱のうち、１月に

算定された総単位数に 14.0%を乗じて得た数（小数点以下四捨五入）に１０円を乗

じた額が算定金額になります。 

 

※ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付が直接事業者に支払われな

い場合があります。その場合は一旦１日あたりの利用料金を頂き、サービス利用提供証

明書を発行いたします。サービス利用提供証明書を後日所在地の市役所又は役場の窓口

に提出すると差額の払戻しを受けることができます。 
 

〔介護サービス加算の内訳〕 

・機能訓練体制加算 

       専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置している
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場合に算定します。 

    ・個別機能訓練加算 

       理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、短期入所生活介護事業所を計画的又は期

間を定めて利用する者に対して、計画的に行った機能訓練について算定します。 

・看護体制加算（Ⅰ） 

常勤の看護職員を１名以上配置している場合に算定される体制加算です。 

・看護体制加算（Ⅱ） 

看護職員を人員基準の数に１を加えた数以上配置し、更に常勤換算方法で入所者の数

が２５又はその端数を増すごとに１名以上配置しており、２４時間の連絡体制を確保し

ている場合に算定される体制加算です。 

・夜勤職員配置加算（Ⅳ） 

夜間を通じて看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していること

に加え、夜勤を行う職員の基準の数に、１以上の数の介護職員又は看護職員を配置して

いる場合に算定される体制加算です。 

・医療連携強化加算 

看護体制加算（Ⅱ）を算定しており、利用者の急変の予測や早期発見のため、看護職

員による定期的な巡視を行い、また、急変時の医療提供の方針について利用者からの合

意をいただき、主治の医師と連絡がとれない場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を

定め、緊急やむを得ない場合の対応に係る取決めを行っている場合に加算されます。（な

お、以下の状態の方が対象となります。①喀痰吸引を実施している状態、②呼吸障害等

により人工呼吸器を使用している状態、③中心静脈注射を実施している状態、④人工腎

臓を実施している状態、⑤重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実

施している状態、⑥人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態、⑦経鼻胃管や胃

瘻等の経管栄養が行われている状態、⑧褥瘡に対する治療を実施している状態、⑨気管

切開が行われている状態） 

・看取り連携体制加算 

看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化を図る観点から、レスパイト機能

を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサー

ビス提供を行った場合に算定されます。 

・認知症行動・心理症状緊急対応加算 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊

急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期

入所生活介護を行った場合、利用を開始した日から起算して７日を限度として加算され

ます。 

・若年性認知利用者受入加算 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利

用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合に加算されます。 

・送迎加算 

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利

用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との送迎を行う場合に片道ごと

に加算されます。 

・緊急短期入所受入加算 

居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、居宅介護サービス計画を作成において計画

的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行う必要があると認めた

ものに対し、緊急に指定短期入所生活介護を行った場合、当該利用の初日から起算して

７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等、やむを得ない事情がある場合は

１４日）を限度として加算されます。なお、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定

している場合には、加算されません。 

・長期入所減算 

連続して３１日以上６０日以下の間、指定短期入所生活介護事業所に入居している場

合に所定単位数から減算されます。 
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・口腔連携強化加算 

事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を

得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に

算定されます。 

・療養食加算 

医師の指示(食事箋)に基づく腎臓病食や糖尿食、脂質異常症等の治療食の提供が行わ

れた方に加算されます。 

・認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

       日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護

を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上の事業所において、認知症介護に

係る専門的な研修を修了している者を配置し、当該事業所の従業者に対して、認知症ケ

アに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していることに

加え、認知症介護の指導に係る専門的研修を修了した者を配置し、認知症ケアの指導を

実施するとともに、研修計画を作成し、研修を実施する体制が整った事業所を評価する

加算です。 

・生産性向上推進体制加算 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じたうえで、見守り機器等のテクノロ

ジーを導入し、厚生労働省の生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続

的に行うとともに、一定期間ごとに業務改善の取組みによる効果を示すデータの提供を

行った場合に加算（Ⅰ）が算定されます。さらに、介護助手の活用等、職員間の適切な

役割分担の取組みを行った場合には加算（Ⅱ）が併せて算定されます。 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

       介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 80%以上であるか、勤続１０年以

上の介護福祉士が 35%以上である場合に算定する体制加算です。 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

厚生労働大臣が定める基準に適合し、介護職員等の賃金の改善等を実施しているもの

として都道府県知事に届け出た事業者が、利用者に対し介護サービスを行った場合に算

定します。 

  

（２）保険給付外サービス利用料 

① 食費・滞在費 

＊ 食費      １食あたり 朝食      ３１０円 

            〃   昼食      ６２０円 

            〃   夕食    ５２０円 

＊ 滞在費       １日あたり     ２,０６６円 

 

※ ただし、利用者負担限度額認定申請をすることによって、利用者負担段階１～３までの

方については、食費、滞在費の負担限度額（日額）は次のとおりとなります。 

所得の状況 
預貯金等の 
資産の状況 

利用者 
負担段階 

滞在費 食 費 

生活保護受給者の方 単身：1,000万円以下 
夫婦：2,000万円以下 

第１段階 ８８０円 ３００円 
世
帯
員
全
員
が 

市
町
村
民
税
非
課
税 

老齢福祉年金受給者の方 
前年の合計所得金額＋ 
年金の収入額が８０万円以下の方 

単身:  650万円以下 
夫婦:1,650万円以下 

第２段階 ８８０円 ６００円 

前年の合計所得金額＋ 
年金の収入額が 80万円超 120万円以下の方 

単身:  550万円以下 
夫婦:1,550万円以下 

第３段階 
① 

１,３７０円 １,０００円 

前年の合計所得金額＋ 
年金の収入額が１２０万円超の方 

単身:  500万円以下 
夫婦:1,500万円以下 

第３段階 
② 

１,３７０円 １,３００円 

世帯に課税の方がいるか、本人が市町村民税課税 
第４段階 
（非該当） 

２,０６６円 １,４５０円 
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② 送迎料金 

    ＊ 通常の実施地域は愛南町内です。（この場合は保険給付） 

上記の通常の実施地域外にお住まいの方はこの金額に下記の金額を加算いたします。 

     ・愛南町を超えて１㎞ごとに１００円 

   ③ その他   

  ＊ 行事参加費、理美容費等は、別途料金がかかります。 

 

（３）キャンセル料金 

  利用開始予定日以前の中止 

お客さまのご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料金がかかります。 

①利用日前日午後５時３０分までにご連絡された場合 無  料 

②利用日前日午後５時３０分までにご連絡がない場合 入所予定時間以降の１日分の食費 

 

（４）利用中の中止 

     以下の事由に該当する場合、利用期間中でもサービスを中止し、退所していただく場合が

あります。 

     ・利用者が中途退所を希望した場合 

     ・入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

     ・他の利用者の生命又は健康に重大な影響を与える行為があった場合 

※ 上記の場合で、必要な場合は、ご家族又は緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに

主治医に連絡をとるなど必要な措置を講じます。また、料金は退所日までの日数を基

準に計算します。 

 

（５）支払方法 

     毎月、月末締めで請求書を発行いたします。 

     支払方法は、事業所が指定する方法で、２５日までにお支払いください。 

支払方法は、現金払い、銀行振込、自動口座振替の３通りの中からご契約の際に選べます。

なお、通帳への記帳をもって領収とさせていただきます。 

 

５ サービスの利用方法 
（１）サービスの利用申込み 

     まずは、お電話でお申し込みください。 

     ご利用期間決定後、契約を締結いたします。なお、ご利用の予約は３か月前からできます。 

※ 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談く

ださい。 
 

（２）サービスの利用契約の終了 

① お客さまのご都合でサービス利用契約を終了する場合 

実際に短期入所生活介護をご利用中でなければ、文書でのお申出によりいつでも解約

できます。この場合、その後の予約は無効となります。 

② 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了し、予約は無効となりま

す。 

・お客さまが介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていたお客さまの要介護度認定区分が、非該当（自

立）と認定された場合 

③ その他 

お客さまが、サービス利用料金の支払を６か月以上遅延し、料金を支払うよう催告し

たにもかかわらず１０日以内に支払わない場合、お客さまやご家族などが当施設や当施

設の従業者に対して本契約を継続し難いほどの背任行為を行った場合は、文書で通知す

ることにより、即座に契約を終了させていただくことがございます。なお、この場合、

契約終了後の予約は無効となります。 
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６ 当施設のサービスの特徴 

（１）運営の方針 

要介護者等の心身の状況等に応じ、常に利用者の立場に立ち、サービスの質の向上や評価

を行いながら適切な指定短期入所生活介護サービスの提供に努める。「一人ひとりの心に寄

り添ったやさしい介護」を目標とし、ご家族や地域との絆を大切に、安全と安心の幸せな暮

らしを支援します。 

（２）施設利用にあたっての留意事項 

     面会時間       ～ 午前８時３０分から午後６時３０分 

感染症等の理由により、面会についてはオンライン面会に 

代える場合や、実施を制限する場合があります。 

     外出・外泊      ～ 外出・外泊をされる場合は事前にお申出ください。 

     喫煙         ～ 施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

     設備、器具の利用  ～ 必要に応じて使用可 

     金銭、貴重品の管理 ～ 施設でも管理いたします。 

     所持品の持込み   ～ 各居室、ロッカー、及び床頭台に収容可能なものに限ります。

（一部制限があります。） 

     施設外での受診   ～ 原則として家族で対応 

     宗教活動       ～ 禁止 

     ペット        ～ 禁止 

  

７ 緊急時の対応方法 

     事業所は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他

必要な場合のため、あらかじめ配置医師又は協力医療機関への連携方法、その他緊急時にお

ける対応方法を定める等の必要な措置を講じています。 

ご利用者に容体の変化等があった場合は、ご家族に速やかに連絡いたします。 

（緊急連絡先） □ 代理人と同じ 

その他 

の方 

氏   名 （続柄：     ） 

住   所  

電 話 番 号   

     ※ 緊急連絡先について、代理人と同じ場合は☑をしてください。その他の方の場合はご記入ください。 

 

８ 事故発生時の対応 
    介護事故発生防止委員会を設置し、安全性に配慮したサービスの提供に努めます。 

万一、事故が発生した場合は、医師、ご家族、市町村等に連絡をする等必要な措置を講ずる

ほか、事業者の責めに帰すべき事由より利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、

利用者に対してその損害を賠償します。 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

 

 

 

９ 心身の状況の把握 
短期入所生活介護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議

等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

10 居宅介護支援事業者等との連携 
①  短期入所生活介護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉

サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

保険会社名 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

保 険 名 しせつの損害補償（社会福祉施設総合損害補償） 

補償の概要 施設業務の補償・施設利用者の補償 
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②  サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「短期入所生活介護計

画」の写しを、利用者の同意を得たうえで居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

③  サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を

記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

11 サービス提供の記録 
①  指定短期入所生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービス内容等の記録を行

うこととし、その記録はサービスを提供した日から５年間保存します。 

②   利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求

することができます。 

 

12 非常災害対策 
   防災時の対応 ～ 緊急時連絡網（自動転送システム設置） 

    防災設備   ～ スプリンクラー、防火戸、消火栓、非常口、非常警報設備等 

    防災訓練   ～ 避難、救助訓練（年２回）通報、消火訓練（年２回） 

    備蓄品    ～ 非常用食料、飲料水、医薬品等 

    防火責任者  ～ 事務係長 藤森 聡和（防災士） 

 

13 安全管理体制 
サービスを提供する過程で発生する事故の防止、解消する体制を確立し、適切・安全なサー

ビスの提供に資するため「介護事故防止(リスクマネジメント)委員会」を設置し、必要な取組

みを行います。 

 

14 虐待の防止について 
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 施設長・濵 香代美 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）虐待の防止のための指針を整備しています。 

（５）法人において虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（６）従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

 

15 身体的拘束について 
ご利用者に福祉サービスを提供する過程で人としての尊厳と誇りを尊重し、行動を制限する

ことなく、生活機能を高めながら自由で穏やかな生活を送っていただくことを目的に「身体的

拘束等の適正化のための指針」を整備し、委員会を設置して３か月に１回以上開催するととも

に、その結果について介護職員その他従業者に周知徹底を図ります。また、身体的拘束等の適

正化のための研修を定期的に行い、身体的拘束をなくしていくための取組みを積極的に行いま

す。 

事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそ

れがある場合など、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられると

きは、利用者に対して説明し同意を得たうえで、次に掲げることに留意して、必要最小限の範

囲内で行うことがあります。その場合は、身体的拘束を行った日時、理由及び態様等について

の記録を行います。 

 

（１）切迫性 …… 直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人又は他人の生命・身体に

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（２）非代替性 … 身体的拘束以外に、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及
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ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（３）一時性 …… 利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった

場合は、直ちに身体的拘束を解きます。 

 

16 褥瘡予防体制 
ご利用者が褥瘡を発生しないような適切な介護・看護を行うとともに「褥瘡予防委員会」を

設置し、その発生を予防するための指針を策定、その他褥瘡防止の必要な取組みを行います。 

 

17 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 
    事業者は、感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講じます。 

    （１）感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

（２）対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者 

に周知徹底を図ります。 

    （３）感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練を実施します。 

    （４）入居者における新興感染症の発生時等に、感染症等を迅速に対応できる体制を平時か

ら構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症

発生時における対応を取り決めるよう努めます。 

 

18 重度化対応、看取り介護の取組み 
看取り期の利用者に対するサービス提供の強化を図る観点から、レスパイト機能を果たしつ

つ、看護師の配置と夜間における２４時間連絡体制を確保しております。また、ご利用者の尊

厳保持に十分配慮しながら終末期の介護を、心を込めて行います。「看取り介護委員会」を設

置し、看取りのための指針を策定するとともに、看取り介護に係る計画の作成及び介護の実施

にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイ

ドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多

職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有に努めます。また、施設退居後も継続し

てご本人、ご家族とともに、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援を行うため、医

療機関等へご本人の状態に関する情報の提供や、退居後の情報をいただくことがあります。 

 

19 秘密の保持と個人情報の保護について 

利用者及びその家

族に関する秘密の

保持について 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する

法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及

び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サ

ービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族の秘密を正当

な理由なく、第三者に漏らしません。 

また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した

後においても継続します。 

③ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後に

おいても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内

容とします。 

個人情報の保護に

ついて 

 

①  事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サー

ビス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、

利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得な

い限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いま

せん。 

②  事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録

物（紙によるもののほか、電磁的記録を含む。）については、善良

な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩
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を防止するものとします。 

③  事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内

容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を

求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な

範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料等が必

要な場合は利用者の負担となります。) 

 

20 サービス内容に関する相談・苦情 
    サービスの利用等に関する相談や苦情については、｢苦情申出窓口｣を設置し、迅速かつ適正

に対処する体制を整えていますので、お申出ください。苦情解決責任者は施設長とし、苦情受

付担当者は副施設長及び生活相談員が担当します。相談・苦情が発生した場合、苦情受付担当

者は、「相談・苦情処理簿」に相談苦情、内容、検討内容、具体的処理の状況等を記録保存す

るとともに、苦情解決責任者に報告し、検討・話合いをし、また地域の学識経験者等による第

三者委員の助言を受けながら、誠意をもって苦情解決に努めます。 
 

① 当事業所ご利用者相談・苦情担当 

    生活相談課長 馬詰圭祐・生活相談員 岡 和美・生活相談員 小野美杉 

電 話 ０８９５‐７２‐３１１１ 

ＦＡＸ ０８９５‐７２‐３１１５ 
 

② 下記の第三者委員に苦情相談することもできます。 

    ＊山西 百合子   愛南町城辺甲   電 話 ０８９５‐７２‐４２７８ 

    ＊中田 非斗志   愛南町御荘菊川  電 話 ０８９５‐７０‐４０２２ 
 

③ その他 愛南町その他各市町村等の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

    ・愛南町役場高齢者支援課      所在地 愛南町城辺甲２４２０番地 

                      電 話 ０８９５‐７２‐７３２５ 

   ・愛媛県国民健康保険団体連合会   所在地 松山市高岡町１０１番地１ 

                         電 話 ０８９‐９６８‐８８００ 

 

21 提供するサービスの第三者による評価の実施状況 

実 施 の 有 無 無 

実施した直近の年月日 ― 

実施した評価機関の名称 ― 

評価結果の開示状況 ― 

 

22 協力医療機関等 

① 協力医療機関 

医 療 機 関 

医療機関名称 愛媛県立南宇和病院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2433番地 1 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐１２３１ 

診 療 科 内科、整形外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科 ほか 
 

医 療 機 関  

医療機関名称  医療法人 弘浜会 沢近医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 347-2 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐００３８ 

診 療 科 内科、リウマチ科、リハビリテーション科、外科 
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医 療 機 関 

医療機関名称  公益財団法人正光会 御荘診療所 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山 846 

電 話 番 号 ０８９５‐７４‐０１１１ 

診 療 科 精神科 
 

医 療 機 関 

医療機関名称  粉川ファミリークリニック 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 86 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐２１１１ 

診 療 科 内科 
 

医 療 機 関  

医療機関名称  かんクリニック－ＡＩＮＡＮ 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 1590 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐２２２５ 

診 療 科 内科、外科、糖尿病内科 
 

医 療 機 関  

医療機関名称  松本クリニック 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町一本松 3375-3 

電 話 番 号 ０８９５‐８４‐２００１ 

診 療 科 内科、消化器内科 
 

医 療 機 関  

医療機関名称  医療法人 竹本医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙 507 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐３２７１ 

診 療 科 外科、胃腸科、肛門科 

 

② 協力歯科医療機関 

歯 科 医 療 機 関 

医療機関名称  清水ももこ歯科医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 3021 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐３５１１ 
 

歯 科 医 療 機 関 

医療機関名称  宮田歯科医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 3702 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐０６４８ 
 

歯 科 医 療 機 関 

医療機関名称  たかはし歯科 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 1916-1 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐５８８８ 
 

歯 科 医 療 機 関 

医療機関名称  あさうみ歯科医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2419-4 

電 話 番 号 ０８９５‐７３‐１１８４ 

 

23 口腔衛生管理の強化 

事業所の職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理

の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携のもと、介護職員等による口腔衛生状

態及び口腔機能の評価の実施状況を、利用者の同意のもと歯科医療機関及び介護支援専門員へ

状況提供します。 
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24 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を 

検討するための委員会の設置 

介護現場における施設の生産性の向上に資する取組みの促進を図る観点から、現場における

課題を抽出及び分析したうえで、施設の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を開催や必要な安全対策を

講じたうえで、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行います。 

 

25 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保 

    男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラ

スメント対策（顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）を含む）のため、次

の措置を講じます。 

    （１）従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発を図ります。 

    （２）従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制を整備しています。 

    （３）その他ハラスメント防止のために必要な措置を行います。 

 

26 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（事業継続計画）を策定し、必要

な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 

 

27地域との連携 

事業所の運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の

地域との交流に努めます。 

 

28 当法人の概要 

法 人 名   社会福祉法人 御荘福祉施設協会 

法人所在地   愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 

電 話 番 号     ０８９５－７２－３１１１ 

代表者氏名   理事長   濱 口 隆 司 

設立年月日   昭和４９年３月１０日 

 

定款の目的に定めた事業 

（１） 第１種社会福祉事業 

① 特別養護老人ホームの経営 

（２） 第２種社会福祉事業 

① 保育所の経営 

② 老人短期入所生活介護事業の経営 

③ 老人デイサービスセンター事業の経営 

④ 障害児通所事業の経営 

⑤ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営 

⑥ 地域子育て支援拠点事業の経営 

（３） 公益事業 

① 居宅介護支援事業 

② 成年後見等受任事業 

（４） 収益事業 

①  太陽光発電所の事業 
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令和    年    月    日 

 

ユニット型短期入所生活介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び 

本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

    事 業 者 〈所在地〉 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 

          〈名 称〉 ユニット型指定短期入所生活介護事業所 自在園 

〈説明者〉 生活相談課長 馬詰 圭祐 ㊞ 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から短期入所生活介護についての重要 

  事項の説明を受けました。 

 

利 用 者  住 所                         

           氏 名                     ㊞  

代 理 人  住 所                        

           氏 名                     ㊞  

           続 柄            

 

身元引受人 

連帯保証人 
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個人情報の使用に係る同意書 

 

 

 以下に定める条件のとおり、私（        ）及び代理人（         ）は、社会

福祉法人御荘福祉施設協会が、私及び身元引受人、家族の個人情報を下記の利用目的の必要最低限の

範囲内で使用、提供、又は収集することに同意します。 

 

１．利用期間 

   介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

 

２．利用目的 

（１） 利用者にかかわる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるため

に実施するサービス担当者会議での情報提供のため 

（２） 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、そ

の他社会福祉団体等との連絡調整のため 

（３） 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要の

ある場合 

（４） 利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 

（５） 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

（６） その他サービス提供で必要な場合 

（７） 上記各号にかかわらず、緊急を要するときの連絡等の場合 

 

３．使用条件 

（１） 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供にかかわる目的以外決して利用しない。

また、利用者とのサービス利用にかかわる契約の締結前からサービス終了後においても、

第三者に漏らさない。ただし、本人以外の者に固有個人情報を提供することが明らかに本

人の利益になると認められるとき、又は本人の心身を守るためにやむを得ない緊急時は、

第三者に提供することがある。 

（２） 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示

する。 

 

 

令和   年   月   日 

 

  本   人  住 所                             

（利 用 者） 

        氏 名                          ㊞  

 

 

 

代 理 人  住 所                             

（家族代表） 

       氏 名                          ㊞  

 

続 柄             


